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標記の件について、IAJapan では、2026 年 4 月 1日から以下のとおり運用を変更し

ましたので、認定事業者各位にお知らせいたします。 

 

【概要】 

認定事業者各位に提供していた認定情報を、『認定証』から『認定授与/認定維

持の決定について』等の交付文書に変更いたしました。当該文書は従来の『認定

証』と同じ効力があります（詳細は下記１参照）。 

また、IAJapan のウェブサイトで公開していた認定事業者各位の情報を、『認定

証』から『認定した校正機関/試験所/標準物質生産者/認証機関の情報』に変更

し、最新の認定内容を反映した情報として一般に向けて公開いたしました（詳細

は下記２参照）。 

 

記 

１． 「認定事業者への認定情報の提供方法」の変更 

IAJapan では、2026 年 3月 31 日まで認定事業者各位に向けた「認定情報」（注 1）

を、『認定証（PDF ファイル）』として JCSS/JNLA/ASNITE の各認定プログラムのウ

ェブサイトで提供してきました。 

 

2026 年 4月 1 日以降は、この『認定証（PDF ファイル）』に代わり、審査で確定

した「認定情報」については『認定授与/認定維持の決定について』等の交付文書
（参考）として、変更届で「認定情報」に変更が生じた場合は『変更届の確認の完了

について』の交付文書として、原則、認定申請審査業務システムで認定事業者各

位に提供いたします。当該文書は、認定を受けていることを IAJapan が当該認定

事業者に証明する文書として、従来の『認定証（PDF ファイル）』と同じ効力があ

ります（注 2）。 

 

（注 1）認定機関が満たすべき要求事項を定めた ISO/IEC 17011:2017 において、

認定事業者に授与した認定の“範囲”、“発効日”、“有効期限”等の認定内

容を規定する事項（同規格 7.8.1 a)～h)の事項）を特定した「認定情報」

を、当該認定を行った認定機関は当該認定事業者に提供しなければならないこ

とが規定されています。 

（注 2）2026 年 3月 31 日時点でウェブサイトで認定事業者各位に提供していた

『認定証（PDF ファイル）』は、2026 年 4 月 1 日以降、これに置き換わる上記

の新たな交付文書をお送りするまで引き続き有効です。2026 年 3 月 31 日時点

で有効なご自身の『認定証（PDF ファイル）』をお手元で保持していない場合



は、直近の認定/再認定審査等で使用した認定申請審査業務システムに保持さ

れている場合もありますのでご確認ください。何かございましたら、お手数で

すが担当者までご連絡ください。 

 

（参考）昨年度まで、審査プロセスが終了した後にお送りしていた『認定の決定に

ついて』の交付文書の記載項目を見直し、同規格 7.8.1 a)～h)で規定された

「認定情報」の要件を満たす文書として新たにお送りする文書（参考別添の様

式例参照）です。当該様式例は内規で定めた現在の様式例であり、今後内規の

見直しに伴い様式中の表記等の体裁の一部を変更することがあります。 

 

２． 「認定事業者に関する情報の一般への公開方法」の変更 

2026 年 3月 31 日まで各認定プログラムのウェブサイトで公開していた『認定

証（PDF ファイル）』は、前述１.のとおり本来認定事業者各位に提供するもので

あったため、内規を改正し、2026 年 4 月 1 日から、一般の方の閲覧に供するため

の認定事業者に関する情報（注 3）を、『認定した校正機関/試験所/標準物質生産者/

認証機関の情報（PDF ファイル）』として公開いたしました。これらの情報は、常

に最新の認定内容が反映され、IAJapan が公式ウェブサイトで発信する公式かつ

有効な唯一の認定事業者情報です。認定事業者に関する情報を必要とされるすべ

ての方（公的機関、企業、個人等）は、最新の認定事業者情報を確認することが

できます。 

 

（注 3）ISO/IEC 17011:2017 において、認定事業者に関する情報を一般に公開する

こと（同規格 8.2.2）を認定機関に求めています。 

 



（参考別添）様式例 認定授与/認定維持の決定（通知） 

 

International Accreditation Japan 

番 号 

年 月 日 

 

 （認定申請事業者） 殿 

  

IAJapan 認定統括官名 

 

認定授与/認定維持の決定について（通知） 

 

認定審査/再認定審査を行い認定基準への適合性を確認した結果、下記のとおり認定授与/

認定維持を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１．認定識別： 

２．適合性評価機関 

事業者名： 

事業所名： 

所在地：  

３．認定範囲： 

４．認定基準： 

５．審査プログラム 

・認定発効日/再認定発効日：  

・サーベイランス審査実施年月（予定）： 

・次回の再認定審査実施年月（予定）： 

・認定の有効期限： 

以上 

 

 


